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「水土を守る人 」々 Vol.24

「水土を守る人々」では、農業や農業用水の役割とこれらが持つ多面的機能等が十全に発揮

されていくために、農業水利施設等の維持管理を支える人々の日常にスポットを当てて、そ

の取り組みを紹介することで、農業農村整備や多面的機能の発揮が「人」の支えの上に成り

立っていることを伝えていきます。 ※不定期で掲載いたします。

地域と共に築いた管理体制を守り抜く

～宮川用水土地改良区 管理係長 稲葉 達紀 氏～ 三重県伊勢市
いな ば たつ き

今回「水土を守る人々」で紹介するのは、宮川用水土地改良区の管理係長、稲葉達紀
いな ば たつ き

さんです。宮川用水は、三重県最大の河川である宮川を水源とし、三重県南西部の

伊勢平野に広がる水田を主体とした約4,600haの農地を受益とする大規模な用水で

す。近くには、「お伊勢さん」として広く知られる伊勢神宮があります。この用水は、

国営宮川用水事業(S32～41年度)等によって基幹的な農業水利施設が整備され、現在

受益地では水稲を中心に、イチゴやネギ、バラなどの栽培が盛んに行われています。

今回は、この優良な農業地域を支えている稲葉さんの取材を通して、地域の抱える

課題とその先進的な取組等をご紹介します。

１．「人」と向き合いながら歩んできた稲葉さん

稲葉さんは高校で農業土木を専攻し、卒業後、

地元の宮川用水土地改良区に就職し24年間勤めて

います。これまでに、工務課や管理課の他に、総

務課で庶務や賦課金徴収など、幅広い分野に携わ

ってきました。また、国営事業所に出向し、管理

者の視点で管理しやすい施設の造成に取り組まれ

たこともあるそうです。こうした経験もあるため

か、他機関の職員とのつながりを大切にされてい

る姿が印象的でした。様々な分野を経験されてきた稲葉さんですが、今でも組合員

への対応については苦労が多いそうです。地域の若い担い手の農業用水への理解不

足が生じていることもあり、土地改良区が行っている水管理や施設管理に関する説

宮川用水土地改良区 稲葉管理係長
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明責任を果たすことが年々重要になってきているといいます。国営事業所への出向

から戻った当時には、その経験から得た専門的な理論を組合員に説明してしまい、「計

画通水量などどうでもいい。水が出るか出ないか、それだけの問題だ。」と怒られて

しまったと語ってくれました。稲葉さんはこのような反省から、施設の管理に関す

るものだけでなく、農地の相続手続きに関することなど、組合員からの多岐にわた

る相談に対応していますが、まずは現場に行き、顔を見て話すように心がけている

そうです。「理論ではなく、人と人との話し合いを大切にしている。農業に真剣に取

り組んでいるからこそ苦情がでてくる。最後には解かってくれる人が多い。」と苦労

しながらも組合員の方と一緒に地域を支えていこうという熱い気持ちを語ってくれ

ました。

２．土地改良区への理解を深めるために

（１）アドプト協定

宮川用水では、年々職員が減少する中、近年の異常気象による渇水もあいまって

管理労力が増大しています。渇水時には、きめ細かな流量管理のため、300箇所を超

えるバルブの開閉操作を連日行うこともあるそうで

す。このため、水路上部の草刈りやフェンスのペン

キ塗り等の平時の維持管理作業が困難となるため、

宮川用水では地域の自治体や養護学校などに、こう

した管理業務を委託する「アドプト協定」を結んで

います。今年度（平成29年度）は過去最大級の渇水

状態となり、計画取水量を確保できない日が何日も

続いたそうです。しかし、アドプト協定のおかげで、今回の過去最大級の渇水にお

いても、その対応に専念できたことで、円滑な配水ができたとのことです。また、

この取組みを始めた後、地元から器具の貸し出し等の問い合わせや使い方に関する

相談が増えたことから、宮川用水への関心が非農家の方も含めた地域において深ま

ってきていると感じているそうです。

自治体と共に管理している

水路上部の公園
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（２）地区委員制度

宮川用水土地改良区は、パイプライン化により水が見

えにくくなったため、「農業用水の恩恵」に対する意識が

薄れ、水管理や施設管理への理解不足が生じていること

にも危機を感じ、「地区委員制度」を新たに導入しようと

しています。地区委員制度とは、集落ごとに地区委員を

１人選出し、配水管理・施設管理の指導や水管理技術の

継承、工事施工時の調整等の役割を担ってもらい、集落

組織における水管理体制の崩壊を食い止めようというも

のです。「地区委員の負担は大きく、地元からは後ろ向き

な声も一部聞こえるが、少しずつでもいいから理解者を

増やしていきたい。」と、約130地区の組合員に対して地区集会を何度も開き、粘り

強く説明を行っているそうです。将来を見据えて、地域の協力によって築かれた宮

川用水の管理体制を守り続けていこうと、地元説明ひとつにおいても大変な苦労を

されながら奮闘する姿は力強く、人の心を動かす力を感じました。

３．農家の方からの感謝を胸に

今の稲葉さんの取組を支えているものは、農家の方からの感謝だそうです。「工事

を担当したときに、自分の造った小さな施設によって水が出るようになり、農家の

方がとても喜んでくれたことがあった。その感謝された経験が今でも自分を支えて

いる。苦情が多い中で農家の方に喜んでもらえたことが、本当に嬉しかった。」と話

してくれました。そして「今後も管理の業務だけでなく、様々な分野に携わってい

き、土地改良区全般のスペシャリストになりた

い。」と意気込みも語ってくれました。最後に、

上司の森総務課長から稲葉さんへ「彼は土地改良

区の仕事全般に精通しており、農業情勢が激動し

た時代も経験している。資格取得にも積極的に取

り組むなど、こんなに努力できる人は多くない。

今後は、現在の農業経営に即した水管理体制の変

化に対応していくと同時に、若い世代へと技術を

地区内の用水施設

稲葉管理係長（左）と

上司の森総務課長（右）
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継承していってほしい。」とのメッセージをいただきました。周囲からの期待も大き

い稲葉さんが、今後も「人」との関わりを大切にしながら、様々な課題に取り組ん

でいかれることと思います。関係を築き上げた多くの仲間と協力しながら、今後も

ご活躍されることを祈念しています。そして、私たちも同じ土地改良事業に携わる

ものとして、未来ある農業・農村のあり方を共に探求していきたいと思います。

【東海農政局農村振興部設計課】


